
�愛媛県告示第１０８８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年９月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０８９号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２６年９月２４日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

�愛媛県告示第１０９０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年９月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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告 示

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 西条久万線 西条市黒瀬字向乙２０２番２９ 平成２６年９月２４日

県 道 西条久万線 西条市西之川字老野丁２１９番９ 平成２６年９月２４日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２６中局建（開）第２３号

平成２６年９月１２日

伊予市下三谷字南谷１２７７番７、１２８０番４、１２８０番５、１２８１番４、１３０２番３、

１３０３番１

東京都豊島区東池袋三丁目１番１号

株式会社ファミリーマート

代表取締役 中 山 勇

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 串内子線 大洲市柳沢甲３４４番４ 平成２６年９月２４日

毎週（火・金）曜日発行 第２６０８号 平成２６年９月２４日

平成２６年９月２４日水曜日 第２６０８号
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平成２６年９月２４日 発行

愛 媛 県 報
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